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事例番号３ 

４－７【整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等を考慮した集合処理、個別処理区域の設定】  

■整備期間を短縮する整備手法の検討 

事業体名 p 事例集-6 以降を参照 

導入時期 平成 19 年度～ 

対象事業 下水道（公共・特環） 協議関係者 ― 

導入の背景 人口減少、高齢化の進展や厳しい財政状況の下、早急かつ効率的に下水道の未

整備地域を解消していくことが求められており、低コスト、早期かつ機動的な整

備手法の導入が望まれる。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

（１） 低コスト、早期かつ機動的な整備手法 

（下水道クイックプロジェクト） 

下水道クイックプロジェクトにおいて、下記技術の社会実験（検証）が行われ、

広く普及が可能な技術として一般化されたところである。（⑥のＰＭＢＲ及び膜

分離型については、社会実験（検証）中である［平成 25 年度現在］） 

 

① クイック配管（露出配管・簡易被覆・側溝活用）：従来地中に埋設していた

管路を露出あるいは簡易に被覆して地上に配管する手法 

② 改良型伏越しの連続的採用：改良型伏越しを連続的に採用し、下流管きょの

浅層埋設やマンホールポンプの省略を図る手法 

③ 道路線形に合わせた施工：道路線形、地表勾配に沿った管きょの配管をす

ることにより、管きょの浅層埋設やマンホールの省略を図る手法 

④ 発生土の管きょ基礎への利用：管きょ施工時の掘削土を、そのまま基礎材と

して利用する手法 

⑤ 流動化処理土の管きょ施工への利用：流動性に優れ、施工後固化する流動化

処理土を管きょ基礎や埋戻しに利用する手法 

⑥ 極小規模処理施設（PMBR）及び工場製作極小規模処理施設（接触酸化型・膜

分離型）：他地区への転用も想定し、パッケージ化を可能としたＭＢＲ（Ｐ

ＭＢＲ)や市販の工場製作型の処理施設（接触酸化型・膜分離型）を活用し

た手法 

 
（２） 低コスト、早期かつ機動的な整備手法のパッケージ検討 

（コストキャップ型下水道） 

（１）の整備手法やそれ以外の技術の導入を広域的（例えば、処理区単位等）

にパッケージで検討することにより整備期間の更なる短縮を実現する。 
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導入効果 地域の実状に応じた低コスト、早期かつ機動的な整備手法のパッケージ導入に

より建設費の大幅な縮減が可能となり、結果、整備期間の大幅な短縮につながっ

た。 

導入の課題 導入可能な技術の適用条件を踏まえ、地域特性（地理的条件等）を適切に把握

した検討を行う必要がある。 

その他 資料掲載ＵＲＬ） 

コストキャップ型下水道調査結果 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20130904.pdf 

下水道クイックプロジェクトＨＰ 

http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/mifukyu/ 

※その他、上記社会実験技術以外の広く普及が可能な技術(10 手法)も紹介あり

各整備手法の技術利用ガイド 

（http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/mifukyu/06.htm#idx03） 
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(1)①クイック配管（露出配管・簡易被覆・側溝活用） 

【技術概要】 

 従来地中に埋設していた管路を露出あるいは簡易に被覆して地上に配管する手法 

従来は地中埋設

露出配管

従来は地中埋設

露出配管

従来は地中埋設

簡易被覆
（覆土等）

従来は地中埋設

簡易被覆
（覆土等）

 

側溝活用

従来は地中埋設

側溝活用

従来は地中埋設

 
 

【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 
 項目 内容 

期待される 
効果 

・土工等作業量が減り、建設コストの縮減が可能。 

・建設工期が短縮され、早期供用が可能。 

・取付管敷設費も低減され、接続率向上も期待。 

留意点 ・露出し配管する場合は、採用する管種によっては紫外線による材質の劣化

リスクを抱える。 

・露出し配管する場合は想定外の外力等による破損のリスクを抱える。 
 
【社会実験都市】 

 岩手県二戸市、福島県会津坂下町、東京都檜原村、熊本県益城町、鹿児島県日置市 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 12％～81％縮減、工期 25％～58％短縮の効果がみられた。 
露出配管・簡易被覆 側溝活用

自然流下式 圧送式 自然流下式

塩化ビニル製 ポリエチレン製 塩化ビニル製

VPφ100
L=140m

【益城町】

VPφ150
L=370m

【二戸市】

VUφ150
L=55m

【日置市】
(簡易被覆)

PEφ150
L=255m

【檜原村】

PEφ75
L=136m

【会津坂下町】

VUφ150
L=75m

【二戸市】

970万円縮減
(81％縮減) 

20,900万円縮減
（78％縮減）

50万円縮減
(29％縮減) 

150万円縮減
(22％縮減) 

3,100万円縮減
(45％縮減) 

230万円縮減
(12%縮減）

18日短縮
(58％短縮) 

110日短縮
(55％短縮)

14日短縮
(50％短縮) 

9日短縮
(36％短縮) 

30日短縮
(25％短縮) 

15日短縮
（33％短縮）

露出配管・簡易被覆 側溝活用

自然流下式 圧送式 自然流下式

塩化ビニル製 ポリエチレン製 塩化ビニル製

VPφ100
L=140m

【益城町】

VPφ150
L=370m

【二戸市】

VUφ150
L=55m

【日置市】
(簡易被覆)

PEφ150
L=255m

【檜原村】

PEφ75
L=136m

【会津坂下町】

VUφ150
L=75m

【二戸市】

970万円縮減
(81％縮減) 

20,900万円縮減
（78％縮減）

50万円縮減
(29％縮減) 

150万円縮減
(22％縮減) 

3,100万円縮減
(45％縮減) 

230万円縮減
(12%縮減）

18日短縮
(58％短縮) 

110日短縮
(55％短縮)

14日短縮
(50％短縮) 

9日短縮
(36％短縮) 

30日短縮
(25％短縮) 

15日短縮
（33％短縮）  

 

78％のコスト縮減を達成！
約27,000万円→約6,100万円

55％の工期短縮を達成！
200日 → 90日

二戸市実施工例

口径：φ150mm
管種：ＶＰ

距離：370ｍ

基礎は合成
木材を採用

耐候性塗料
を塗布

 

 

 

 

＜岩手県二戸市の事例＞ 
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(1)②改良型伏越しの連続的採用 

【技術概要】 

 改良型伏越しを連続的に採用し、下流管きょの浅層埋設やマンホールポンプの省略を図る手法 
 ◇従来から採用されてきた工法 

◇改良型伏越しの連続的採用 

 
 
【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 

 項目 内容 
期待される 
効果 

・建設コスト低減、工期短縮が可能。 

・ポンプ設備が不要のため、ランニングコストが低廉。 

・水理特性上、土砂堆積は少ないので清掃頻度も少なくすむ。 

 （接続率の低い建設初期時は除く） 

留意点 ・ポンプ（強制排水）と異なり、自然排水方式のため、詰まりに対するリス

クを抱える。  

・伏越し内部の点検調査、補修が困難な場合がある。 

・施工（特に傾斜部）が難しい場合がある。 

 
【社会実験都市】 

 愛知県半田市、熊本県益城町 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 29％及び 68％縮減、工期 21％及び 56％短縮の効果がみられた。 

 

 

 

半田市実施工例

口径：φ150

管種：ＶＵ

延長：100ｍ 68％のコスト縮減および
56％の工期短縮を達成！

＜愛知県半田市の事例＞ 
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(1)③道路線形に合わせた施工 

【技術概要】 

 道路線形、地表勾配に沿った管きょの配管をすることにより、管きょの浅層埋設やマンホー

ルの省略を図る手法 
 

＜平面屈曲部＞ 

マンホールを省略し 
曲管を採用！ 

＜縦断屈曲部＞ 

 
 
【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 

 項目 内容 
期待される 
効果 

・マンホール省略による建設コスト低減、工期短縮が可能。 

・マンホール設置が困難な狭小道路での整備が可能。 

留意点 ・曲管に挟まれた管渠の点検調査、補修が困難な場合がある。 

・曲管部の勾配管理が難しい。 

・敷設後の埋設位置特定が困難となる場合がある。 

 
【社会実験都市】 

 東京都檜原村、愛知県岡崎市、愛知県半田市、岡山県岡山市、熊本県宇城市 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 17％～21％縮減、工期 0％～19％短縮の効果がみられた。 

＜建設コスト＞                 ＜工期＞ 

【従来】5,800万円（5.8万円／m）

【今回】4,800万円（4.8万円／m）
岡崎市

半田市

17％縮減

【従来】1,300万円（4.3万円／m）

【今回】1,000万円（3.5万円／m） 20％縮減

宇城市
【従来】10,631万円（7.2万円／m）

【今回】8,400万円（5.6万円／m） 21％縮減
   

岡崎市

半田市

宇城市

【従来】100日

【今回】81日 19％短縮

【従来】44日

【今回】44日 変化なし

【従来】512日(2地区計)

【今回】475日(2地区計)

8％短縮  

＜愛知県岡崎市の事例＞              ＜愛知県半田市の事例＞ 

 

岡崎市実施工例

口径：φ200

管種：ＶＵ

当初設計でマンホール38個だった
のが25個に減少。
結果、17％のコスト縮減を達成！
工期は19％短縮！

  

半田市実施工例

口径：φ150

管種：ＶＵ

当初設計でマンホール29個だった
のが11個に減少。
結果、20％のコスト縮減を達成！
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(1)④発生土の管きょ基礎への利用 

【技術概要】 

 管きょ施工時の掘削土を、そのまま基礎材として利用する手法 

改良土等

砂基礎

舗装＋路盤

砂

舗装＋路盤

発生土

改良土等

砂基礎

舗装＋路盤

砂

舗装＋路盤

発生土

 
 
【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 

 項目 内容 
期待される 
効果 

・発生土の有効活用による建設コスト低減、工期短縮が可能。 

・掘削土搬出や購入土搬入が困難な場合に適している。 

・リサイクルに貢献。 

留意点 ・事前の土質試験が必要である。 

・普通土より圧密沈下が生じやすい場合が多い。 

・手間、リスクに対し、コスト的なメリットは小さい。 

 
【社会実験都市】 

 愛知県半田市 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 3.3％縮減の効果がみられた。 

 

＜愛知県半田市の事例＞ 

 

半田市実施工例

口径：φ150

管種：ＶＵ

3.3％のコスト
縮減を達成！
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(1)⑤流動化処理土の管きょ施工への利用 

【技術概要】 

 流動性に優れ、施工後固化する流動化処理土を管きょ基礎や埋戻しに利用する手法 

舗装＋路盤

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

舗装＋路盤

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

舗装＋路盤

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

流動化

処理土

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

 
 
【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 

 項目 内容 
期待される 
効果 

・自硬性材料なので転圧不要で、施工性、品質に優れる。 

・プラントが近隣にあれば大幅なコスト縮減が可能。 

・圧縮強度が高いため液状化対策としても有効。 

留意点 ・プラントが遠いとコストＵＰとなる場合がある。 

・打設中の管浮上防止に手間がかかる。 

・再掘削時に手間がかかる場合もある。 

 
【社会実験都市】 

 静岡県浜松市 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 18％縮減、工期 33％短縮の効果がみられた。 

 

＜静岡県浜松市の事例＞ 

 

浜松市実施工例

口径：φ150

管種：リブ管

18％のコスト縮減
を達成！
工期は33％短縮！
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(1)⑥極小規模処理施設（PMBR）及び工場製作極小規模処理施設（接触酸化型・膜分離型） 

【技術概要】 

 他地区への転用も想定し、パッケージ化を可能としたＭＢＲ（ＰＭＢＲ)や市販の工場製作型

の処理施設（接触酸化型・膜分離型）を活用した手法 

                    ＜工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 

 項目 内容 
期待される 
効果 

・ユニット化による建設コスト及び建設工期の縮減が期待可能。 

・水量の増減による機動的な対応が可能。 

・必要用地の縮小によるフレキシブルな処理場位置の設定が可能。 

留意点 ・地域の特性や経済性を考慮した整備の実施を行う必要がある。 

・将来の社会情勢の変化（人口変動等）に伴う想定水量に応じたユニット構

成を検討する必要がある。 

・寒冷地においては地中埋設等による凍結防止対策が必要である。 

 
【社会実験都市】 

 ＜工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型）＞北海道苫前町、北海道遠軽町、北海道安平町 

 ＜工場製作型極小規模処理施設（膜分離型）＞北海道標茶町 

＜極小規模処理施設（ＰＭＢＲ）＞岩手県二戸市 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 18％～49 縮減、工期 23％～75％短縮の効果がみられた。 

自治体名
（対象施設）

従来工法
（百万円）

新工法
（百万円）

縮減率
（％）

備 考

安平町

（210m3/日
+管きょ）

2,304 1,885 18

※計画時の仮想設計書による試算値
※既存の処理場への接続を予定していた当
初計画から処理区の分割へ変更

標茶町

（142m3/日）
203 128 37

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法は膜分離法

苫前町

（330m3/日）
554 285 49

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法はOD

二戸市

（300m3/日）
243 197 19

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法はPOD

自治体名
（対象施設）

従来工法
（ヵ月）

新工法
（ヵ月）

短縮率
（％）

備 考

安平町

（210m3/日
+管きょ）

168 108 36

※計画時の仮想設計書による試算値
※既存の処理場への接続を予定していた当
初計画から処理区の分割へ変更

標茶町

（71m3/日）
15 7 53

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法は膜分離法

苫前町

（55m3/日）
18 5 75

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法はOD

二戸市

（300m3/日）
13 10 23

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法はPOD

＜建設コスト＞                     ＜工期＞ 

注．工場製作極小規模処理施設（接触酸化型）のみ一般化済みである。 

極小規模処理施設（PMBR）及び工場製作極小規模処理施設（膜分離型）については、平成 25 年度現在、

初期対応の一次評価の段階である。 
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(2)コストキャップ型下水道 

【技術概要】 

 クイックプロジェクト技術やそれ以外の技術の導入を広域的にパッケージで検討するこ

とにより整備費用の縮減及び整備期間の短縮を実現 

【ケーススタディ都市】 愛知県美浜町 

 愛知県美浜町における検討では、下記の技術の採用を想定 

 ＜管渠整備＞ 

  ①幹線管渠ルートの見直し（開削工法を極力採用） 

 ②小口径マンホール、改良型伏越し、道路線形に合わせた施工、浅層埋設のパッケージ採用 

 ③真空式下水道（一部軟弱地盤地区への対応） 

 ＜処理施設整備＞ 

 ①高負荷型ＯＤ法（ＯＤ法の処理機能の最大化） 

 ②反応タンク直接脱水システム 
 
【導入効果事例】 

 ケーススタディによる検討では、建設コストで約 30％、維持管理費で約 20％の縮減が可能とい

う結果が得られた。これに伴い、工期の大幅な短縮（32 年間→11 年間）が可能となった。 
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事例番号４ 

４－７【整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等を考慮した集合処理、個別処理区域の設定】  

■森林湖沼環境税による高度処理型浄化槽の普及 

事業体名 茨城県 

導入時期 平成 20 年度～平成 29 年度 

対象事業 浄化槽 協議関係者 － 

導入の背景 茨城県では、管理放棄され荒廃した森林が増加しており、また霞ヶ浦をはじめと

する湖沼・河川の水質は、汚濁の進行は抑制されてはいるものの、目に見えるほど

の大幅な改善には至っていない。このような背景を受け、森林や湖沼・河川の公益

的機能を発揮させるための取組みを緊急かつ確実に推進するための財源の確保と、

県民が森林や湖沼・河川の公益的機能の重要性を再認識し、自ら支えていく意識を

高揚させるための仕組みとして、本制度の導入に至った。 
特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

県民税の均等割への超過課税（上乗せ）方式により「森林湖沼環境税」を課税（個

人：年額 1,000 円、法人：法人県民税均等割額の 10％）し、税収の一部を、生活排

水などの汚濁負荷量の削減対策（点源対策）としての高度処理型浄化槽の設置補助

や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するための撤去費用補助に

利用している。 

導入効果 ①霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業 

 ・高度処理型浄化槽の設置補助基数 

：6,089 基（平成 24 年度時点の累積値） 

 ・合併処理浄化槽への転換時の単独処理浄化槽撤去費補助基数 

：2,539 基（平成 24 年度時点の累積値） 
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図 補助基数の実績（平成 20 年度～平成 24 年度）＊ 

②霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業による負荷削減量 

 ・ＣＯＤ負荷削減量：約 142ｔ/年（平成 24 年度時点の累積値） 

 ・全窒素負荷削減量：約 23ｔ/年（平成 24 年度時点の累積値） 

 ・全りん負荷削減量：約 2.2ｔ/年（平成 24 年度時点の累積値） 
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図 負荷削減量の実績（平成 20 年度～平成 24 年度）＊ 

＊：茨城県環境対策課「森林湖沼環境税活用事業の実績について」を参考に作成 

費用効果 － 

導入の課題 平成 20 年度から環境税を活用して事業を拡充し，高度処理型浄化槽設置や単独

浄化槽撤去に目標以上の実績を上げてきたが，単独処理浄化槽から合併処理浄化槽

への転換が遅れている状況にある。 

その他 資料）森林湖沼環境税活用事業 事業計画及び事業実績（環境対策課） 
資料掲載ＵＲＬ） 
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/lake/kankyozei.html 
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事例番号５ 
５―２【事業間連携の検討】 
■改築・更新事業の合理化を目指した施設の統廃合 

事業体名 長野県 

導入時期 平成 21 年度（検討時期） 

対象事業 

公共下水道 
農業集落排水事業 
等 

協議関係者 ― 

導入の背景 人口減少、市町村合併等の社会情勢の変化に伴い、汚水処理施設の統廃合に

よる管理や経営の効率化を行う必要性が高まったことによる。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

長野県は、生活排水処理基本構想を作成する市町村が汚水処理施設の統廃合

に関する事務手続きを円滑に行う手引きとして、「農業集落排水施設統合マニ

ュアル」を作成し、提示している。 

マニュアルでは、下記の２つの接続ケースについて、実施フロー、関係事業、

手続き、留意事項を示している。 

２－１ 農業集落排水施設間の接続【ケ－ス１】（参考として次項に記載） 

２－２ 農業集落排水施設を下水道に接続【ケ－ス２】 

導入効果 ・ 円滑に農業集落排水処理施設の接続検討を行うことができ、効率的な都道

府県構想の策定及び実施が可能となった。 

・ 農業集落排水処理施設の接続に関して、県内で統一的な基準を示すことに

より、事務の効率化が図られた。 

費用効果 ― 

導入の課題 コスト比較、統合の時期等について十分検討し、経営計画を策定した上で、

導入の可否を決める必要がある。 

その他 資料）  

「水循環・資源循環のみち 2010」平成 22 年８月 長野県環境部 

「農業集落排水施設統合マニュアル」平成 22 年８月 長野県環境部 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.nagano.lg.jp/seikatsuhaisui/infra/suido-denki/gesuido

/michi2010/index.html 
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　２，５００人 　６００人

　平成７年 　平成元年
　１４年経過 　２０年経過

（概要図－１）

　２－１　農業集落排水施設間の接続　　【ケ－ス１】

供用開始　： 供用開始　：
　JARUS-Ⅲ型

経過年数　： 経過年数　：

計画人口　： 計画人口　：
処理方式　： 　JARUS-OD型 処理方式　：

Ｔ

Ｔ

Ｐ

接続管路(L=1.2km) 中継ポンプ場に改造

農業集落排水 B地区 農業集落排水 A地区

農業集落排水施設の
接続・改修・撤去工事等

財産処分の結果報告

補助金返還

ＥＮＤ

③地域再生法第21条関係 ②一括繰上償還の特例

　・地域再生計画の認定申請 　・一括繰上償還の免除

財産処分の承認 協議・手続き

【財政サイド】

 ■財産処分の手続き  ■財政融資資金未償還元
　  金の繰上償還に関する
　  手続き

①承認基準第３条関係

②承認基準第４条関係

　・長期利用財産処分申請等 ①一括繰上償還

農業集落排水施設
管理者の意向確認

農集排事業サイドとの事前調整

住民（利用者）の意向調査及び
接続への同意取得

マスタ－プランへの位置付け
「水循環・資源循環のみち2010」構想

各種手続き開始

【農業集落排水サイド】

■ 農業集落排水施設間の接続における実施フロ－

ＳＴＡＲＴ

既存農業集落排水施設の
機能診断調査

機能診断調査の結果分析

接続における基本的条件の整理 基本的条件の整理フロ－参照

他農集排地区への
接続を行う

補助金返還が
必要である

はい

いいえ

はい

いいえ
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事例番号６ 
５―２【事業間連携の検討】 
■汚水・汚泥処理事業の連携に関する検討 

事業体名 富山県 

導入時期 平成 24 年度（構想策定年次） 

対象事業 

公共下水道 
農業集落排水、林業集落排水

漁業集落排水、簡易排水 
小規模集合排水 
コミュニティ・プラント 
浄化槽 

協議関係者 県内市町村 

導入の背景 今後の人口減少等の社会情勢の変化や処理場の老朽化等による運営管理の

効率化に向け、処理場の統廃合を図る必要が生じた。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

人口減少等の社会情勢の変化や処理場の老朽化（更新時期）等について、時

間軸を踏まえた形で処理区域の最適化を検討したことにより、将来の運営管理

（施設の統廃合による事業の効率化等）を見据えた都道府県構想の策定がされ

ている。 

 
図 処理区域の最適化（処理施設統廃合）の検討 

 
導入効果 

（見込み） 

・ 平成 33 年までに 220 処理場が 161 処理場になり、汚水処理事業の効率化が

図られる見込み。 

・ さらに中長期ビジョンとして、平成 43 年までにはさらに統廃合を進め、116

処理場となる見込み。 
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費用効果 

（見込み） 

（平成 33 年までの目標） 

・ 処理場の配置を見直したことで、新規の処理場建設が不要となり建設費に

おいて約 110 億円のコスト縮減、さらに統廃合を実施する予定の処理場の

施設更新費を合わせると約 170 億円のコスト縮減が可能となる見込み。 

・ また、統廃合が進むことで約４億円/年の維持管理費がコスト縮減可能にな

る見込み。 

 

図 処理場統廃合及びコスト縮減の見込み(H33 年まで) 

 

（平成 43 年までの目標） 

・ 中長期ビジョンとして、平成 43 年度末にはさらに統廃合が進み、116 処理

場となり、建設・更新費として約 330 億円、維持管理費として約６億円/

年のコスト縮減が可能となる見込み。 

 

図 中長期における処理場統廃合及びコスト縮減の見通し(H43 年まで) 

導入の課題 廃止する処理場について、有効利用等を検討する必要がある。 

その他 資料）  

「富山県全県域下水道化構想 2012」(平成 24 年６月 富山県) 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1506/kj00011920-001-01.html 
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事例番号７ 
６-１【市町村の効率的な運営管理を見据えた整備計画の策定】 

■個人設置型浄化槽の先進的な運営管理 

事業体名 静岡県 富士市 

導入時期 平成 22 年度 

対象事業 
公共下水道 
浄化槽 

協議関係者 
富士市上下水道部生活排水対策課 

下水道建設課、下水道施設維持課 等 
導入の背景 下水道整備の中心が市街地から郊外へ進展することによる整備効率の低下や、経

済活動の低迷による市財政の悪化、少子高齢化社会の急速な進行や人口減少といっ

た社会情勢の変化などにより、汚水処理施設整備のあり方について見直しが必要と

なっていた。また、郊外に居住する市民からの生活排水処理の早期整備要望が多数

寄せられるなど、生活排水処理のスピードアップが急務となっていた。 

特徴となる 

施設あるいは

導入システム 

生活排水処理長期計画の見直しにおいて、整備区域の再検討を行った結果、482ha

について下水道による整備より浄化槽による整備が効率的であると判断された。 

   

図 生活排水区分図（左：見直し前、右：見直し後） 

そのため、整備（浄化槽の設置促進策）や適正な運営管理（維持管理誘導策）を

一体的に捉えた制度の導入について検討している。 

なお、運営管理の内容は以下のとおり。 

・ＧＩＳ浄化槽台帳システム（公共下水道台帳システムとの連携） 

    
・浄化槽維持管理補助金制度の区域及び金額の拡充（下図参照） 

・浄化槽維持管理費補助金制度による適正管理の推進（下図参照） 

・浄化槽適正管理指導員制度を設け、住民への戸別訪問を実施 
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導入効果 ①浄化槽区域におけるみなし浄化槽の転換が急速に伸び、生活雑排水の処理が進ん

でいる。 

補助基数 うちみなし転換 転換率 うちくみ取り転換 転換率

H１９年度 ２２３基 １７基 ７．６％ ５基 ２．２％

H２０年度 １７５基 ９基 ５．１％ ３基 １．７％

H２１年度 １７８基 １６基 ９．０％ ９基 ５．１％

H２２年度 ２７７基 ７３基 ２６．４％ １７基 ６．１％

H２３年度 ４６７基 ２１６基 ４６．３％ ３２基 ６．９％

H２４年度 ４３７基 ２６３基 ６０．２％ １６基 ３．７％

補助基数 うちみなし転換 転換率 うちくみ取り転換 転換率

H１９年度 ２２３基 １７基 ７．６％ ５基 ２．２％

H２０年度 １７５基 ９基 ５．１％ ３基 １．７％

H２１年度 １７８基 １６基 ９．０％ ９基 ５．１％

H２２年度 ２７７基 ７３基 ２６．４％ １７基 ６．１％

H２３年度 ４６７基 ２１６基 ４６．３％ ３２基 ６．９％

H２４年度 ４３７基 ２６３基 ６０．２％ １６基 ３．７％  

②浄化槽法に基づく適正管理に対し、行政による確認及び指導監督が効率的にで

き、結果として 11 条検査の受検率向上及び不適正浄化槽の早期発見、改善に効果

が出ている。 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２３年度

１１条受検率 ４．１％ ５．８％ ６．８％
１２．１％

（3,398/28,141）
１４．９％

（4,085/27,328）
１８．０％

（4,841/26,968）

うち合併のみ ２１．５％ ２０．５％ ２３．２％
４６．１％

（2,748/5,958）
５４．１％

（3,367/6,219）
６３．１％

（4,119/6,524）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２３年度

１１条受検率 ４．１％ ５．８％ ６．８％
１２．１％

（3,398/28,141）
１４．９％

（4,085/27,328）
１８．０％

（4,841/26,968）

うち合併のみ ２１．５％ ２０．５％ ２３．２％
４６．１％

（2,748/5,958）
５４．１％

（3,367/6,219）
６３．１％

（4,119/6,524）  

費用効果 本制度の導入により、汚水処理施設整備に関する市費の負担が約４％（34,030

百万円⇒32,694 百万円）削減可能と算出された。 

導入の課題 早く(時間軸)、安く(経済比較)、効率的(汚水処理人口普及率向上の手法)に進め

るためには、浄化槽整備についても公共下水道等と同じように行政が関与し、責任

をもって整備率 100％に向けて取り組んでいく必要性がある。 
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その他 資料） 

「富士市生活排水処理長期計画」（平成 21 年９月 富士市） 

【富士市の生活排水処理施策】 

 １．生活排水処理は行政の責務（ナショナルミニマム） 

   市町村 → 手法として集合処理 or 個別処理を選択する。 

 ２．現状把握と継続的なデータ更新 

   浄化槽台帳整備とデータ更新 

 ３．計画的な推進 

   明確で継続的に事業が進むために、整備計画戸財政計画を含んだ長期計画の策定 

 ４．きめ細やかなＰＲ 

   行政が思っている以上に市民は情報を知らない 

 


